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全国農業新聞を購読しませんか？
全国農業新聞とは・・・
　「全国農業新聞」は農業者の公的代表機関である農業委員会が発行する農業総合専門紙です。
地域の頑張る農業者の皆さまを応援するため、先進的な農業者の取組事例や各地域の産地情報、新しい農政
の動きなど「暮らしと経営に役立つ情報」を掲載しています。
　また、多くの読者に満足して頂けるよう、家族全員が楽しめる記事も充実しています。
内容等　 ・先進技術、新製品、新品種をいち早く紹介　 ・農業、農政の動きをわかりやすく解説
　　　　 ・地域発の話題や若者や女性農業者など農家の活動を紹介
購読料　月700円　年8,400円（税込み）
発行日　毎週金曜日（月4回発行）

　沖縄県と県内41市町村は、税の公平・公正を確
保するため、連携して全県一斉に徴収を強化しま
す。催告しても納めない滞納者に対し、財産の差
し押さえなど滞納処分を行います。
　県税・市町村民税は納付期限内に納めましょう。

　恩納村では、今年度よりお子さんを欲しいと願うご夫婦の経済的負担軽減を図るため、下記の不妊治療に
要した費用の一部を助成しています。各事業共に、必須条件等がありますので詳細は、村ホームページをご
確認ください。

◆特定不妊治療費助成事業
　沖縄県特定不妊治療費助成事業受診証明書の終期が、2019年４月１日以降の方が対象です。
◆一般不妊治療費助成事業
　2019年４月１日以降に治療を開始した分が対象となります。

※納税は口座振替が便利です。手続き方法につき
ましては税務課までお問い合わせください。

お問い合わせ：福祉健康課　健康づくり係　☎９６６－１２０７

お問い合わせ：税務課　☎９６６－１２０６

お問い合わせ：福祉健康課　母子保健係　☎９６６－１２０７

お問い合わせ：
農業委員会　☎966‒1204

恩納村　特定・一般不妊治療費助成事業

乳がん・子宮頸がん検診を受けましょう！
日曜日に検診を受けられる日です！

日時　１月19日（日）　午前9時30分～10時30分
場所　総合保健福祉センター

40歳以上

※無料クーポン対象者は、必ずクーポン券も一緒にご持参ください。

●村ホームページ ➡【ライフイベント】妊娠・出産  ➡母子保健 ➡ 
　『恩納村　特定・一般不妊治療費助成事業のご案内』参照

●営農意向調査に関して（農業委員会：966-1204）
●人・農地プランに関して（農林水産課：966-1202）

農地所有者及び耕作者の皆様へお知らせ
～営農意向調査にご協力お願いします～

・専業農家
・兼業農家
・非農家
  （農地所有）

【調査対象者】

調査員：農業委員又は
農地利用最適化推進委員

検討会での情報を活用し、貸
し借り等のマッチング（組み
合わせ）を検討する。

【人・農地プラン】
地域における話し合いに基づき、中心経営体（地域
農業において中心的な役割を果たすことが見込まれ
る農業者）、農業の将来のあり方などを明確化し、
市町村により公表されるもの。

１．趣　旨
　遊休地化する前の優良農地を円滑に担い手
に引き継ぐために、所有者及び耕作者に対し
て農地の営農状況や今後の利用意向を把握す
るための調査です。
（農地法第6条第2項　農地利用最適化の推進
の中心的な活動）

２．調査員
農業委員、農地利用最適化推進委員
（公印が押印された身分証を携帯しています）

３．調査方法
　調査員が所有者又は耕作者を戸別訪問し、
「営農意向調査票」を用いて下記調査内容につ
いて聞き取りを行います。（村外在住の所有者
及び訪問が困難な場合は、文書等で調査を行
う場合があります）

４．調査期間
　令和元年８月～令和２年３月

５．調査内容
　①現在の農地の営農状況
　　（調査対象者の年齢、自作か貸借か等）
　②今後の農地の利用意向
　　（現状維持、規模拡大、貸したい、売りたい等）
　③後継者の有無について

６．調査結果について
　農業委員会での検討会にて地図等を活用し
て意向を整理し、農地中間管理事業推進チー
ム会議にて農地の貸付についてマッチング（組
み合わせ）を行い、人・農地プランの話し合
いの場や、地域の農地利用を担う中心経営体
に関する方針を定めることに活用されます。
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【農業委員会での検討会】
地図等を活用して意向を整理する。

【村農地中間管理事業
　　　　　　推進チーム会議】

　（意　向）
・規模を拡大したいな。
・5年後ぐらいまでなら今のまま農業
を続けられそう。
・作業が厳しくなってきたから任せら
れる人に貸したいな。
・後継者もいないから売ってもいいな。
・営農していないから農家へ利用して
もらいたいな。

納 期 限

12月25日（水）

11月1日～12月27日

～その他の条件は、村ホームページをご確認ください～

※集団検診会場での乳がん検診は、受けられる人数に限りがあるため、予約が必要となります。福祉健康
課窓口または電話にてお申込みください。

問診
マンモグラフィ検査

子宮頸がん検診
20歳以上
問診・視診
細胞診

乳がん検診
30～39歳
問診

乳房超音波検査

検診種類
対　　象

内　　容

持 ち 物
受診券（ピンク色）

県税・市町村税徴収強化月間 12月は固定資産税第３期の
納期となっています。


